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鶴望宿舎Ａ棟Ｂ棟　屋根補修

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　佐伯河川国道事務所長
永　田　哲　也
大分県佐伯市長島町４丁目１４番１４号

令和　６年　７月　８日

谷川建設工業株式会社
大分県佐伯市常盤南町８番３３号

¥１，８１５，０００－

¥１，８１５，０００－

別紙のとおり



１．　件　　　名 鶴望宿舎Ａ棟Ｂ棟　屋根補修

２．　履行場所 佐伯市鶴岡町２－３－３９　鶴望宿舎Ａ棟
佐伯市鶴岡町２－３－３８　鶴望宿舎Ｂ棟

３．　随意契約の相手方 名 称 ： 谷川建設工業株式会社
住 所 ： 佐伯市常盤南町８番３３号
電 話 番 号 ： ０９７２－２２－２６０１
Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ： ０９７２－２２－７１７９

４．　随意契約適用法令

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

５．　当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

　１）当該業務の目的
鶴望宿舎Ａ棟及びＢ棟の屋根破損箇所の補修を行うことを目的する。

　２）当該業務の内容
　屋根の一部素材が落下したことを受け実施した屋根調査により
鶴望宿舎Ａ棟及びＢ棟の屋根の一部が破損や劣化していることが
発見された。付近への第三者被害の恐れもあるため緊急で補修を
実施するものである。

　３）随意契約に付する理由

　現在の状況を放置しておくと、さらにスレート瓦が落下してくる恐れ

があり第三者への人的被害が起きる可能性があるほか、破損箇所より

雨漏り等の発生も考えられるため緊急的な対応が必要不可欠である。

　今回の発注にあたり緊急的な対応が可能な業者を詮索したところ、

上記業者のみが対応可能であった。

　また、上記業者は別件で当該破損箇所にかかる調査を履行している

ことから、現地及び破損の状況にも精通している。

 　このため、 上記業者と会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び

会計令第１０２条の４第３号により、 随意契約を締結するものである。

（ 随意契約理由書作成者）
佐伯河川国道事務所
総務課長

               随　意　契　約　理　由　書


